
歩道からの車両乗入れの承認基準 

 

 この基準は，道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２４条の規定に基づく，道

路管理者である本市以外の者から，歩道からの車両乗入れの承認工事の申請があっ

た場合の審査基準を定めるものとする。 

 

１ 基本方針 

  車両の乗入れのための歩道の承認工事の申請については，歩行者及び自転車の

安全かつ円滑な通行を確保するため，必要最低限の範囲で承認するものとする。 

 

２ 審査基準 

 (1) 乗入れ部の箇所数 

   車両の乗入れ部の数は，原則として出入対象施設に１箇所とする。ただし，

次に掲げる場合は，２箇所以上承認するものとする。 

   ① 出入対象施設の間口幅が概ね３０メートル以上あり，乗入れ部相互の間

隔を５メートル以上とる場合 

     ② 出入対象施設の入口と出口を分ける必要がある場合 

     ③  出入対象施設が複数の道路に面している場合 

 (2) 乗入れ部の場所  

    車両の乗入れ部の場所は，原則として次に掲げる場所以外とする。ただし，

道路構造上及び交通安全上特に支障がないと認められる場合は，これを適用し

ないことができる。 

     ① 橋梁 

     ② 集水孔又は雨水桝の設置部分 

     ③ 横断防止柵，ガードレール及び駒止めの設置されている部分 

     ④ 道路照明施設又は交通信号機の移転を必要とする箇所。ただし，それぞ

れの物件の管理者が移転を認めた場合を除く。 

     ⑤ 横断歩道及びその前後の側端から５メートル以内の部分 

     ⑥ 地下道の出入口又は横断歩道橋の昇降口及びその側端から５メートル以

内の部分 

     ⑦ 交差点及びその側端又は道路の曲がり角から５メートル以内の部分 

     ⑧ バス停留所及びその側端から１０メートル以内の部分 

     ⑨ 踏切の設置部分及びその前後の側端から１０メートル以内の部分 

     ⑩ 幼稚園，小学校，児童公園，社会福祉施設等の教育，福祉施設から２０

メートル以内の部分 

     ⑪ トンネルの前後各５０メートル以内の部分 

 (3) 乗入れ部の幅員 

  ア 乗入れ部の幅員は，乗り入れる目的，車種等により原則として次の範囲内

で必要最低限とする。 

      ① 歩行者が通行する場合 ２メートル以内 



      ② 個人宅等への乗入れの場合 ４メートル以内 

   ③ 事業所，店舗，病院，診療所，集合住宅，貸し駐車場等，日常的に多数

の車両が乗り入れる場合 ６メートル以内 

   ④ ③のうち日常的に普通貨物自動車（最大積載量６．５トン未満）等の中

型自動車が乗り入れる場合 ８メートル以内 

      ⑤  日常的に大型自動車及び大型特殊自動車が乗り入れる場合 １２メート

ル以内 

  イ アの規定にかかわらず，次に掲げる場合は，必要最低限の範囲内でアに規

定する幅員を超えることができる。 

      ① 歩道に接して複数の車両の駐車場を設ける場合で，出入対象施設の形状

等により当該駐車場の形状を変更する余地がなく，歩行者等の通行の安全

を確保するために駐車可能な台数を最低限にするなど必要な配慮をすると

き。 

      ② 出入対象施設の前面道路の幅員が狭いため，車両の出入りが困難である

場合 

      ③ 出入対象施設の形状，利用形態又は乗入れ車両の車長等により，やむを

得ないと認められる場合 

  ウ 乗入れ部の幅員には，すり付け部の延長は除くものとし，また，乗入れ部

の幅員の上限を超える場合で，当該超える幅員が標準的な縁石１基の延長の

半分に満たないときは，当該幅員の上限を超えないものとみなす。 

  エ アからウまでの規定を満たす場合において，当該乗入れ部と隣地の乗入れ

部の間が縁石のすり付け部のみになるなど，縁石を残すことが歩行者，車両

等の通行にかえって危険を及ぼす恐れがあると認められる場合は，当該間の

縁石も切り下げることを許可の条件とする。 

  オ 乗入れ部の幅員を４メートルを超えて認める場合においては，必要に応じ

て軌跡図等必要最低限の範囲を確認できる書類を提出させるものとする。 

 (4) 乗入れ部の構造 

      車両の乗入れ部の構造は，歩車道境界に特殊ブロックを使用し，次によるも

のとする。ただし，乗入れ車両又は道路に支障を及ぼす恐れがあるなど特殊ブ

ロックを使用することが適当でない場合で，かつ次の条件を満たすことができ

る場合は，歩車道境界の段差を５センチ以下とする低ブロックを使用するもの

とする。 

      なお，次によりがたい場合であっても，すりつけ部の勾配に配慮し，できる

限り平坦性を確保するものとする。 

  ア 植樹帯等の幅員内ですりつける場合 

      ① 植樹帯等がある場合には，歩道の幅員内での連続的な平坦性を確保する

ため，その植樹帯等の幅員内ですりつけを行い，歩道の幅員内には勾配又

は段差はつけないものとする。 

      ② すりつけ部の横断勾配は，１０パーセント以下とする。 

    イ 歩道内ですりつける場合 



      ① 植樹帯等がない場合又は植樹帯等があっても上記アの構造がとれない場

合には，車イス等の安全な通行を考慮して，原則として平坦部分（横断勾

配２パーセント以下の部分。以下同じ。）を１メートル以上連続して確保

し，残りの幅員ですりつけを行うものとする。 

          なお，歩道の幅員が十分確保できる場合には，車イス等の円滑なすれ違

いを考慮して，平坦部分を２メートル以上確保するよう努める。 

     ② すりつけ部の横断勾配は１０パーセント以下とする。 

  ウ 歩道の全面切下げを行う場合 

      ① 歩道の幅員が狭く，前述ア又はイの構造がとれない場合には，車道と歩

道，歩道と民有地の高低差を考慮し，乗入れ部を全面切下げて縦断勾配に

よりすりつけるものとする。 

      ② すりつけ部の縦断勾配は５パーセント以下とする。ただし，沿道の状況

等によりやむを得ない場合には，８パーセント以下とするものとする。 

 (5) 乗入れ部の舗装構成 

      車両の乗入れ部は，原則として，別に定める呉市が管理する道路の路面復旧

における舗装構成図による１４号工とする。ただし，周辺道路，乗り入れる車

両等を総合的に判断し必要と認めるときは，４号工，１５号工その他の舗装構

成を指示するものとする。 

 (6) 乗入れ部の工事の範囲 

      車両の乗入れ部の工事の範囲は，原則として申請地の地先までとし，(3)オ

の規定により提出された軌跡図等で車両が通行する範囲を含むものとする。 

 (7) その他 

  ア 車両の乗入れ部の側溝が既に暗渠の場合においては，その乗入れる車両の

荷重に耐えられるものに交換するものとし，原則として１４トン荷重以上と

する。ただし，現地の状況及び乗入れる車両等を考慮し，必要と認めた場合

は別に指示する荷重に耐えうるものとする。また，側溝が開渠の場合におい

ても同様とする。       

  イ 歩道の承認工事の審査に当たっては，その承認の審査の前に，必要に応じ

て現地調査を行い，指導を行うものとする。 

  ウ 歩道の承認工事の審査に当たっては，車両の乗入れ部の設置の必要性，道

路構造上の支障，交通安全上の支障等を総合的に判断して行うものとする。 

  エ 本基準に定める乗入れ部の幅員は，側溝蓋掛け，ガードパイプ撤去等にお

ける承認申請時においても準用するものとする。ただし，申請地が車道に接

する場合で，歩行者等に影響が小さいと認められる場合はこの限りではない。 

 

   付 則 

 この基準は，平成１７年４月１日から適用する。 

 

      改正 令和２年４月１日 

   改正 令和２年１０月１９日 



 


